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佐
竹
氏
は
、
慶
長
七
年

（
一
六
〇
二
）

．九
月
十
七
日
、
旧
領
主
の
秋
田
安
東
氏
の

居
城
で
あ
る
湊
城
に
入
城
し
ま
し
た
が
、

翌
八
年

（
一
六
〇
三
）
五
月
、
内
陸
の
神

明
山

（現
在
の
千
秋
公
園
）
に
新
し
く
城

を
築
く
こ
と
に
し
、
翌
九
年

（
三
ハ
ｏ
四
）

八
月
二
十
八
日
に
は
久
保
田
城
に
居
城
を

移
し
、
湊
城
は
破
却
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
、
平
成
十
六
年

（二
〇
〇
四
）
は
、

佐
竹
氏
が
久
保
田
城
に
移

っ
て
ち
ょ
う
ど

四
〇
〇
年
に
あ
た
る
年
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
、
こ
れ
を
機
に
、
由
利

・
鹿
角

を
除
い
た
現
在
の
秋
田
県
の
大
部
分
を
領

国
と
し
て
支
配
し
た
佐
竹
氏
が
、
本
拠
に

定
め
た
久
保
田
城
と
そ
の
城
下
町
を
ど
の

よ
う
に
建
設
し
た
の
か
、
ま
た
、
国
替
直

後
の
慶
長
期
か
ら
江
戸
時
代
後
期
の
文
政

期
ま
で
そ
の
城
下
町
が
ど
の
よ
う
に
変
わ

っ
だ
か
な
ど
を
、
当
館
所
蔵
の
絵
図
に
よ

り
振
り
返
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

最
初
に
掲
げ
た

「御
国
替
当
座
御
城
下

絵
図
」
は
、
久
保
田
城
着
工
直
後
の
城
下

の
様
子
を
示
し
た
も
の
で
す
。
次
の

「秋

田
久
保
田
城
絵
図
」
「御
城
内
御
座
敷
廻

絵
図
」
の
二
点
は
、
い
ず
れ
も
江
戸
時
代

後
期
の
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
久
保
田

城
の
建
設
プ
ラ
ン
が
わ
か
る
も
の
と
思
い

ま
す
。

ま
た
、
「
久
保
田
城
御
城
下
絵
図
」
と

「外
町
屋
敷
間
数
絵
図
」
か
ら
は
、
寛
文

初
年

（
一
六
六

一
）
の
久
保
田
城
下
町
の

全
体

・
内
町

（侍
町
）
と
外
町

（町
人
町
）

の
詳
細
な
様
子
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
し
て
、
寛
保
二
年

（
一
七
四
二
）
の

「御
城
下
絵
図
」

・
延
享
二
～
三
年

（
一

七
四
五
ヽ
四
六
）
の

「久
保
田
御
城
下
絵

図
」

。
宝
暦
九
年

（
一
七
五
九
）
の

「御

城
下
絵
図
」

・
寛
政
期

（
一
七
八
九
ヽ

一

人
〇
〇
）
の

「
城
下
御
絵
図
」

。
文
政
四

年

（
一
人
三

一
）
の

「御
城
下
絵
図
」
か

ら
は
、
久
保
田
城
下
町
の
変
遷
の
様
子
が

わ
か
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
「
羽
州
久
保
田
大
絵
図
」
は
、

文
政
十
二
年

（
一
八
二
九
）
頃
の
内
町
や

周
辺
地
域
が
、
実
に
詳
細
に
描
か
れ
て
い

ま
す
。

最
後
に
、
「
土
崎
湊
町
絵
図
」
は
、
文

化
年
間

（
一
人
〇
四
～

一
七
）
の
土
崎
湊

町
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
す
が
、
秋
田

藩
で
は
、
久
保
田
城
下
町
だ
け
で
な
く
、

流
通
の
拠
点
で
あ
る
土
崎
湊
町
も
、
詳
細

な
絵
図
を
作
成
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

さ
て
、
久
保
田
城
築
城
の
様
子
は
こ
れ

ま
で
ま

っ
た
く
と
い
つ
て
よ
い
ほ
ど
わ
か

っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
「絵
図
」
と
と
も

に
、
「
史
料
」
を
読
ん
で
い
く
こ
と
で
、

あ
る
程
度
の
こ
と
は
、
推
測
で
き
る
と
思

い
、
次
の
よ
う
な

「史
料
」
も
合
わ
せ
て

展
示
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

秋
田
藩
政
の
根
本
史
料
で
あ
る

「国
典

類
抄
」
や

「
御
亀
鑑
」
、
曲
輪
や
堀
の
長

さ
な
ど
の
城
の
構
造
が
記
載
さ
れ
た

「
羽

州
秋
田
郡
窪
田
城
絵
図
帳
」
、
内
町
の
屋

敷
割
の
な
ど
を
定
め
た

「
当
用
式
」
、
藩

主
の
書
状
等
を
含
む

「
秋
田
藩
家
蔵
文

書
」
、
重
臣
の
日
記
で
あ
る

「梅
津
政
景

日
記
」
や

「渋
江
和
光
日
記
」
な
ど
が
こ

れ
に
あ
た
り
ま
す
。

こ
う
し
た

「史
料
」
等
を
参
考
に
、　
一

連
の

「絵
図
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項

を
検
討
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
今
ま
で
以

上
に
様
々
な
こ
と
が
わ
か

つ
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
今
回
の
展
示
を
通
し
て
、
当
時

の
城
下
町
建
設
の
プ
ラ
ン
が
現
在
に
ま
で

生
き
て
い
る
こ
と
も
伺
え
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

『
国
典
類
抄
』
の
前
編
は
、
藩
祖
佐
竹

義
宣
か
ら
五
代
義
峰
ま
で
の
五
代
に
わ
た

り
、
後
編
は
六
代
義
真

・
七
代
義
明

・
八

代
義
敦
の
三
代
に
わ
た

っ
て
ま
と
め
ら
れ

た
佐
竹
家
の
故
実
典
礼
の
記
録
で
あ
る
と

同
時
に
、
そ
の
領
国
で
あ
る
秋
田
藩
の
政

治
記
録
で
も
あ
り
ま
す
。

文
化
八
年

（
一
人

一
一
）
に
九
代
藩
主

佐
竹
義
和
よ
り
編
さ
ん
を
命
じ
ら
れ
、
前

編
は
文
化
十
三
年

（
一
人

一
六
）
間
八
月
、

後
編
は
文
政
二
年

（
一
人

一
九
）
間
四
月

に
完
成
し
ま
し
た
。
前
編
三
二
六
冊

・
後

編
二
八

一
冊
の
編
成
で
す
。

本
書
は
、
家
老
疋
田
斎
定
綱
を
総
裁
に
、

山
方
太
郎
左
衛
門
泰
純
ら
六
人
を
撰
者
と

し
、
「
文
書
所
」
で
編
集
が
進
め
ら
れ
、

藩
庁
内
の
蔵
書
や
家
老
ら
の
勤
役
日
記
な

ど
三
、
〇
〇
〇
冊
近
い
書
物
を
出
典
と
し

て
引
用
し
て
お
り
、
両
編
と
も
吉
部

・
凶

部

・
軍
部

・
賓
部

・
嘉
部

・
雑
部
の
六
部

立
の
形
式
で
編
集
さ
れ
て
い
ま
す
。

質

・
量
と
も
に
全
国
的
に
も
ま
れ
で
、

学
界
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
い
る
第

一
級
史

料
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

現
在
県
立
図
書
館
で
所
蔵
し
て
い
る
本

書
は
、
草
稿
本
で
あ
り
、
清
書
本
は
現
在



，
１

，
一■
●一■
■
一ｒ

の
と
こ
ろ
そ
の
所
在
が
わ
か

っ
て
お
り
ま

せ
ん
。

昭
和
五
十
三
年
度
よ
り
六
十
二
年
度
ま

で
に
、
翻
刻

・
活
字
本
と
し
て
全
十
九
冊

が
県
立
図
書
館
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
ｃ

『御
亀
鑑
』
は
、
歴
代
秋
田
藩
主

の
中

で
も
名
君
に
あ
げ
ら
れ
る
、
第
九
代
佐
竹

義
和

の

一
代
記
で
す
が
、
題
名
に
示
さ
れ

て
い
る
よ
う

に
、
後
代

の
亀
鑑

（手
本
）

と
す
る
意
図
の
も
と
藩
庁
で
編
さ
ん
さ
れ

た
も

の
で
す
。

義
和
は
、
文
化

八
年

（
一
人

一
一
）
、

『
国
典
類
抄
』

の
編
さ
ん
を
命
じ
、
文
政

二
年

（
一
人

一
九
）
に
完
成
し
て
い
ま
す
。

義
和
の
没
後
、
藩
主
の
公
式
行
事
や
事
蹟

の
記
録
で
あ
る
歴
代
御
家
評
の
ひ
と
つ
と

し
て

『義
和
公
譜
』
が
編
さ
ん
さ
れ
ま
し

た
が
、
こ
れ
と
は
別
に

『
国
典
類
抄
』
の

続
編
と
し
て
、
ま
た
、
ア
我
和
公
評
』
の

引
証
本
と
し
て
、
『御
亀
鑑
』
が
編
さ
ん

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

内
容
は
、
安
永
四

（
一
七
七
五
）
年
元

目
の^
江
戸
藩
邸
で
の
出
生
か
ら
文
化
十
二

年

（
一
人

一
五
）
ま
で
の
四
十

一
年
間
の

編
年
体

の
記
録
で
、
江
戸
で
の
事
蹟
を
記

し
た

「
江
府
」
七
九
冊
、
国
元
秋
田
で
の

動
静
や
事
蹟
を
記
述
し
た

「
秋
府
」
三
六

冊
か
ら
な

っ
て
い
ま
す
。

故
実
典
礼
を
重
ん
じ
た
寛
政

・
文
化
期

の
秋
田
藩

の
情
勢
を
知
る
上
で
、
欠
く
こ

と
の
で
き
な

い
第

一
級
の
根
本
史
料
で
あ

る
と

い
え
ま
す
。

昭
和
六
十
三
年
度
よ
り
平
成
六
年
度
ま

で
に
、
翻
刻

・
活
字
本
と
し
て
全
七
冊
が

県
立
図
書
館
及
び
県
公
文
書
館
か
ら
刊
行

さ
れ
て
い
ま
す
。

Ｌ
‐渋一源
珈
光
日
記
』

『
渋
江
和
光
日
記
』
は
、
秋
田
藩

の
御

相
手
番

（家
老
に
次
ぐ
役
職
）
と
し
て
活

躍
し
た
渋
江
堅
治
和
光
の
Ｈ
記
で
す
ｃ

一
部
欠
本
は
あ
り
ま
す
が
、
原
本
九
十

人
冊
は
文
化
十

一
年

（
一
人

一
四
）
正
月

か
ら
天
保
十
年

（
一
人
三
九
）
十
二
月
ま

で
、
二
十
六
年
間
に
わ
た

っ
て
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、　
一
年
分
が
春
夏
秋
冬

の

四
冊
に
な

っ
て
い
て
、
各
冊
と
も
年
号

・

十
支

・
月
ご
と
の
重
要
事
項
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

渋
江
和
光
は
寛
政
三
年

（
一
七
九

一
）
、

初
期
藩
政
を
支
え
た
渋
江
内
膳
政
光

の
子

孫
の
分
流
十
兵
衛
家
に
生
ま
れ
、
享
和
三

年

（
一
人
〇
三
）
、
本
家
敦
光

の
養
子
と

な
り
家
督
を
相
続
し
、
文
化
元
年

（
一
人

〇
四
）
に
出
仕
し
、
義
和
よ
り

「和
」

の

一
字
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
三

度
延

べ
二
十
三
年
に
わ
た

っ
て
御
相
手
番

を
勤
め
ま
し
た
。
天
保
八
年

■

人
三
七
）
、

嫡
子
貞
治
厚
光
に
家
督
を
譲
り
隠
居
、
濁

川
の
居
宅

（仁
泉
合
）
に
移
り
、
天
保
十

四
年

（
一
人
四
三
）
五
十
三
歳
で
没
し
て

い
ま
す
。

日
記
の
内
容
は
、
大
保

一
揆
や
大
塩
平

八
郎
の
乱
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
な
ど
、

当
時

の
上
級
武
十
の
生
活
や
考
え
方

・
社

会
情
勢
を
知
る
う
え
で
も
重
要
な
史
料
で

あ
る
と

い
え
ま
す
。

平
成
七
年
度
か
ら
現
在
ま
で
、
翻
刻

・
活

字
本
と
し
て
十

．
冊
が
、
県
公
文
書
館
及

び
県
立
図
書
館
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

彎
1、

tこ:

つ

い

て
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佐
竹
氏
は
慶
長
八
年

（
一
六
〇
三
）
五

月
に
、
土
崎
湊
か
ら
内
陸
の
神
明
山
に
新

居
城
を
築
く
こ
と
に
決
め
、
築
城
に
着
手

し
、
翌
慶
長
九
年

（
一
六
〇
四
）
人
月
二

十
八
日
に
は
久
保
田
城
に
居
城
を
移
し
ま

し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
城
下
に
家
臣
の

屋
敷
割
を
進
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
が
、
こ
の
絵
図
は
そ
う
し
た
状
況
に
対

応
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

三
ノ
丸
大
手
門
脇

の
東
方

の
上
中
城
に

「
向
右
近
」

の
名
が
あ
り
ま
す
が
、
家
老

向
有
近
宣
政
が
屋
敷
地
を
与
え
ら
れ
る
の

は
、
慶
長
九
年

（
一
六
〇
四
）
八
月
の
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

仁
別
川

（旭
川
）
は
、
現
在

の
よ
う
に

南
北
に
直
流
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
台

所
町
か
ら
穴
門
を
通
り
、
古
川
堀
端
町
か

ら
五
丁
目
蔵
辺

へ
流
れ
る
よ
う
に
蛇
行
し

て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
仁
別
川
の
掘

り
替
え
工
事
は
築
城
と
同
時
に
着
手
さ
れ

た
も

の
と
推
測
さ
れ
ま
す
．

東
根
小
屋
町
の
西
側
に

「梅
津
半
右
衛

門

・
同
茂
右
衛
門
」
の
名
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
、
藩
主
佐
竹
義
宣
の
側
近
と
し
て

藩
政
初
期
を
支
え
た
、
近
習
出
頭
人
梅
津

憲
忠

。
政
景
兄
弟
の
こ
と
で
す
っ

人
町

．
丁
日
辺

の

「
す
わ

（
春
工

こ

は
、
慶
長
十
五
年

（
一
六

一
〇
）
五
月
二

十
六
日
に
藩
主
義
宣

の
寄
進
で
保
戸
野
諏

訪
町
に
建
立
さ
れ
る
諏
訪
神
社

の
元
の
位

置
で
あ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
後

の
外
町
に
も
家
臣
の
名
が
並

ん
で
い
ま
す
が
、
外
町
の
建
設
が
本
格
的

に
は
じ
ま
る
と
さ
れ
る
慶
長
十
二
年

（
一

六
〇
七
）
よ
り
前
の
様
子
で
あ
る
と

い
う

こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。

以
上
か
ら
、
こ
の
絵
図
は
、
お
よ
そ
慶

長
九
年

（
一
六
〇
四
）
頃
の
様
子
を
描

い

た
も

の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

作
成
年
代
は
表
書
に
あ
る
よ
う
に
、
文

政
四
年

（
一
八
二

一
）
で
あ
り
、
こ
の
年

幕
府

の
国
日
付

（丹
羽
長
堅

・
三
浦
止
通
）

が
秋
田
に
下
向
し
た
際
に
提
出
し
た
も

の

の
控
え
と
思
わ
れ
ま
す
ｃ

築
城
に
あ
た
り
、
仁
別
川
を
掘
り
替
え
、

そ
の
川
路
を
城
の
外
堀
と
し
て
最
大
限
に

利
用
し
て
い
ま
す
。
久
保
田
城
の
特
徴
と

し
て
は
、
複
数
の
廓
を
備
え
た
平
山
城
で
、

石
垣
が
ほ
と
ん
ど
無

い
こ
と
、
天
守
閣
が

初
め
か
ら

つ
く
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
、
な

ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

山

の
頂
上
部
に
本
丸
を
置
き
、
そ
の
東

側
に
ニ
ノ
丸
を
配
し
、
本
丸
北
側
に
は
堀

と

人
幡
山
別
郭
を
隔

て
て
北

ノ
九
を
設

け
、
堀
で
囲
ん
で
い
ま
す
ｃ
本
丸

・
ニ
ノ

丸

の
堀
を
隔
て
て
、
北

・
東

・
南
の
三
方

を

コ
の
字
型
に
囲
む
形
に
三
ノ
丸
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
本
丸
西
に
は
、
堀
を
隔

て
て
兵
具
蔵
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

本
九

に
は
、
「
御
出
し
書
院
」
と
通
称

さ
れ
る
櫓
座
敷
、
新
兵
共
御
隅
櫓
、
表
門
、

一長
円
、
帯
曲
輪
門
、
埋
門
、
三
ノ
丸
に
は
、

「
黒
門
」
と
通
称
さ
れ
る
三
ノ
九
東
御
間
、

松
下
間
、
厩
門
、
安
楽
院

・
勘
定
所
な
ど

の
諸
役
所

・
鐘
楼
が
置
か
れ
た
区
域
、
厩
、

金
蔵
な
ど
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
三
ノ
丸

は
、
東
部
を
上
中
城
、
南
部
を
下
中
城
、

東
北
部
を
山
ノ
手
と

い
い
、
重
臣
の
屋
敷

が
置
か
れ
ま
し
た
ｃ

人
幡
郭
は
三
ノ
丸

の

一
部
で
す
が
、
常

陸
か
ら
移
さ
れ
た
正

（小
）
人
幡
宮
を
ま

つ
っ
た
こ
と
か
ら
八
幡
郭
と
よ
ば
れ
、
大

人
幡
宮
と
そ
の
別
当
で
あ
る

一
乗
院
が
置

か
れ
ま
し
た
。

北
ノ
丸
に
は
、
北
ノ
丸
籾
蔵
と
正
八
幡

宮

・
稲
荷
社

の
別
当
を

つ
と
め
る
金
乗
院

が
置
か
れ
ま
し
た
。
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本
丸
御
殿
は
藩
主
と
そ
の
家
族
の
居
住

空
間
で
あ
り
、　
一
方
で
藩
の
政
庁
と
し
て

政
務
を
つ
か
さ
ど
る
重
要
な
場
所
で
あ

っ

て
い
こ
れ
ら
の
機
能
を
も

っ
た
建
物
群
が

複
合
的
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

本
丸
御
殿
の
他
に
、
多
門

（多
聞
長
屋

の
こ
と
で
は
な
く
、
屋
根
の
あ
る
多
聞
風

の
板
塀
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
）
五
か

所
、
多
聞
長
屋
五
棟
、
諸
番
所
六
か
所
、

蔵
四
か
所
、
櫓
四
か
所

（北
西
隅
に
は
新

兵
具
櫓

（現
在
の
御
隅
櫓
し
、
「
御
出
し

書
院
」
と
通
称
さ
れ
る
櫓
座
敷
が
あ
り
、

城
門
は
、
表
門

（
一
ノ
門
）

・
一異
門

・
帯

曲
輪
門

・
埋
門
の
四
つ
が
あ
り
ま
し
た

が
、
い
ず
れ
も
こ
の
絵
図
で
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ニ
ノ
丸
か
ら
本

丸
に
至
る
途
中
に
、
「
御
物
頭
番
所
」
を

み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

次
に
本
丸
御
殿
の
内
部
を
み
て
い
き
ま

す
が
、
表
門
の
正
面
奥
に
玄
関
が
あ
り
ま

す
。
玄
関
部
に
は
番
所

・
吟
味
役
所
な
ど

が
あ
り
、
廊
下
を
隔
て
た
西
側
奥
に
も
評

定
所
や
諸
役
所
な
ど
が
あ

っ
て
、
こ
の

一

郭
が
政
務
の
中
枢
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

一
方
、
南
側
に
は
儀
式
空
間
で
あ
る
広

間
と
金
之
間
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
玄

関
部
の
北
側
に
は
、
御
法
度
書
之
間
を
挟

ん
で
、
藩
主
の
居
住
空
間
で
あ
る
各
棟
が

建
ち
並
び
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
東
側
は
御

座
之
間

・
台
所

・
御
茶
屋
な
ど
の
表
向
諸

室
と
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
表
向
の
西
側
に
御
鈴
廊
下
を

経
て
奥
向

の
各
棟
が
連
な
り
、
奥
御
居

間

・
長
局
な
ど
の
諸
室
を
み
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
表
向
と
奥
向
に
挟
ま
れ

た
中
庭
の

一
郭
に
鷹
屋
の
諸
施
設
が
あ
る

こ
と
も
確
認
で
き
ま
す
。

道
路
は
黄
色

・
堀
川
は
青
色

・
土
塁
は

黒
色
と
色
分
け
さ
れ
て
い
て
、
内
町
は
屋

敷
が
細
か
く
区
画
さ
れ
て
お
り
、
屋
敷
ご

と
に
人
名

・
間
口
奥
行
間
数
が
詳
細
に
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
大
身
層
の
下

屋
敷
の
位
置
も
確
認
で
き
ま
す
。

そ
し
て
、
町
の
中
央
部
で
は
、
北
か
ら

南

へ
仁
別
川

（旭
川
）
が
貫
流
し
、
途
中

東
か
ら
の
大
平
川
を
合
わ
せ
雄
物
川
に
そ

そ

い
で
い
ま
す
。

長
野
町
西
側
に
あ
る

「須
田
伯
者
」
は
、

明
暦
三
年

（
一
六
五
七
）
に
伯
者
に
改
名

し
て
お
り
、
ま
た
、
土
手
谷
地
町
西
側
の

小
場
家
の
屋
敷
地
に

「
六
郎
」
と
あ
り
ま

す
が
、
万
治
元
年

（
一
六
五
八
）
十
二
月

十
三
日
に
、
小
場
三
河
義
易
が
亡
く
な
り
、

嫡
六
郎
義
房
が
嗣
い
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、

西
隣
の
中
谷
地
町
北
側
の
佐
竹
南
家
屋
敷

に
あ
る

「新
発
意
」
は

「
佐
竹
南
義
敵
」

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
寛
文
元
年

（
一
六

六

一
）
九
月
八
日
に
、
父
南
美
作
義
箸
が

亡
く
な

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の

年
以
降
の
様
子
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
上
中
城
の

「保
徳
院
」
は

佐
竹
東
義
直
の
後
室
で
あ
り
、
寛
文
三
年

（
一
六
六
三
）
に
亡
く
な

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
寛
文
二
年

（
一
六
六
二
）
に
、
岡

本
玄
蕃
元
弘
が
亡
く
な
り
、
又
太
郎
元
朝

が
幼
少
に
て
家
督
を
嗣
い
で
い
ま
す
が
、

絵
図
に
は

「
岡
本
玄
蕃
」
と
あ
る
の
で
、

少
な
く
と
も
こ
の
年
以
前
の
様
子
と
思
わ

れ
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
絵
図
は
、
寛

文
元
年
か
ら
二
年
頃
の
様
子
を
描
い
た
も

の
と
推
測
で
き
、
内
町

（侍
町
）
の
屋
敷

割
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
た
絵
図
と
し
て

は
、
当
館
所
蔵
の
絵
図
の
中
で
は
最
古
の

も
の
と
い
え
ま
す
。

・ |  :__         |:.
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こ
の
絵
図
は
表
書
か
ら
、
寛
文
三
年

（
一
六
六
三
）
の
外
町

（町
人
町
）
の
様

子
を
描
い
た
も
の
と
い
え
ま
す
。

城
下
絵
図
の
ほ
と
ん
ど
が
、
外
町
を
簡

略
化
し
て
い
る
た
め
、
寛
文
初
年
の

「久

保
田
城
御
城
下
絵
図
」
と
こ
の
絵
図
を
合

わ
せ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代

の
久
保
田
城
下
の
全
体
像
の
詳
細
を
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

道
路
は
黄
色

・
堀
川
は
青
色

・
土
塁
は

緑
色
と
色
分
け
さ
れ
て
い
ま
す
。

外
町
の
町
割
は
、
通
町

・
大
工
町
と
馬

口
労
町
を
南
北
の
両
軸
と
し
て
、
こ
の
間

を
東
か
ら
川
端
、
大
町
、
肴
町
か
ら
茶
町
、

亀

ノ
丁
と
南
北
に
走
る
四
本

の
通
り
と
、

こ
れ
に
続
く
上
米
町

・
下
米
町
の
二
本

の

通
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
結
び
東
西
に
走

る
横
小
路
と
に
よ

っ
て
、
縦
横
に
区
画
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
内
町

（侍
町
）
特
に
足

軽
町
は
そ
の
性
格
上
、
道
路
は
細
く
丁
字

や
カ
ギ
型

の
道
路

が
多

い
の
に
比

べ
る

と
、
外
町
の
道
路
は

「碁
盤
の
目
状
」

に

整
然
と
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。

久
保

田
に
お
け

る
外
町

の
町
割

の
場

合
、
間
回
は

一
軒
前
六
尺
五
寸
間
、
奥
行

は
大
町
の
二
十
五
間
を
除

い
て
他
は
二
十

間
に
割
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

寺
町
は
常
陸
か
ら
移

つ
て
き
た

一
乗

院

・
東
清
寺

・
鱗
勝
院
な
ど
を
配
す
る
と

と
も
に
、
寛
永
年
間
ま
で
土
崎
湊
に
あ

っ

た
旧
寺
院
に
も
土
地
を
与
え
て
移
転
、
ま

た
は
新
寺
を
創
建
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
四

十
か
寺
を
集
め
ま
し
た
。
羽
州
街
道
が
外

町
に
入
る
国
で
道
路
を
曲
折
さ
せ
、
土
塁

を
も

っ
て
互

い
土
手
を
築
き
、
堀
を
設
け
、

鉄
砲
組

・
兵
具
組
の
足
軽
屋
敷
を
配
し
た

こ
と
と
合
わ
せ
、
寺
町
を
西
側
の
守
り

の

前
線
と
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

城
下
町
周
辺
の
記
載
が
詳
細
か
つ
広
域

に
わ
た

つ
て
い
て
、
村
々
や
山
に
あ
る
諸

施
設
や
寺
社
、
城
郭
内
の
施
設
や
橋

・

門

・
櫓
な
ど
が
立
体
的
に
描
か
れ
、
道
路

は
黄
色

・
堀
川
は
青
色

・
土
塁
は
緑
色
と

色
分
け
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
内
町
は

一
筆
ご
と
間
口

・
奥
行

間
数
が
記
さ
れ
、
足
軽

・
小
人

・
中
間

・

同
心
等
は
、
そ
の
支
配
頭
と
人
数
が
、
御

厩

・
使
番
等
は
そ
の
身
分
と
人
数
が
記
入

さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
大
身
層
の
下

屋
敷
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

絵
図
の
長
町
に
は
北
側
に

「
町
奉
行
所

御
用
屋
敷
」
、
南
側
に
は
単
に

「
御
用
屋

敷
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
享
保
二
十

年

（
一
七
三
五
）
七
月
三
日
に
、
従
来
長

町
に
二
軒
あ

っ
た
町
奉
行
仮
屋
を
倹
約
の

た
め
に

一
軒
に
し
、
も
う

一
軒
は
宿
所
と

い
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
絵
図
の
東
根
小
屋
町
東
側
に

「
茂
木
宮
内
」
と
あ
り
ま
す
が
、
寛
保
元

年

（
一
七
四

一
）
六
月
朔
日
に
、
茂
木
弥

三
郎
は
久
保
田
へ
登
り
、
名
を
宮
内
に
、

嫡
子
幸
南
が
出
仕
し
、
名
を
弥
三
郎
に
改

め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
以
降
の
様

子
を
描
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

さ
て
、
同
じ
く
絵
図
の
東
根
小
屋
町
西

側
に
、
「
石
塚
主
殿
」
と
あ
り
ま
す
が
、

寛
保
二
年

（
一
七
四
二
）
十
二
月
十
四
日

条
に
、
石
塚
主
殿
義
行
は
亡
く
な

っ
て
お

り
、
翌
寛
保
三
年

（
一
七
四
三
）
六
月
朔

日
に
、
石
塚
源

一
郎
は
家
督
の
御
礼
の
た

め
藩
主
に
謁
し
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
絵
図
は
寛
保
二

年

（
一
七
四
二
）
十
二
月
以
前
の
様
子
を

示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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全
体
的
に
み
て
み
る
と
、
中
心
部
や
町

周
辺
部

で
の
記
載
事

項

の
漏
れ
等
も
多

く
、
作
図
の
精
度
と
し
て
は
多
少
雑
な
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
ｃ

絵
図
の
下
中
城
西
側
、
重
―――
渋
江
氏
宗

家
の
屋
敷

の
部
分
に
は
氏
名
が
あ
り
ま
せ

ん
が
、
記
載
さ
れ
て
い
な

い
理
由
は
わ
か

っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
久
保
田
城
ニ
ノ
丸
に

「大

こ
し

掛
け
」
と
あ
り
ま
す
が
、
登
城
し
た
主
人

に
付
き
従

っ
た
家
来
衆
が
体
ん
だ
場
所
と

思
わ
れ
ま
す
．

さ
ら
に
、
久
保
旧
城
北
ノ
丸

の

「大
本

屋
」

の
画
――――
は

「茶
畑
」
と
記
枚
さ
れ
て

い
ま
す

党
保
１
年

の

「御
城
ド
絵
図

一
で
長
野

町
南
端

の
字
都
宮
家

の
屋
敷
は

「
帯
刀
」

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
絵
図
に
は

「
四
郎
」

と
あ

っ
て
、
四
郎
が
宇
都
官
家

の
家
督
を

継
ぐ
の
は
、
延
享

一年

（
一
七
―ＩＬＩ
Ｉ
）
十

二
月
朔
日
の
こ
と
で
、
「
帯
刀
」
典
綱
は
、

翌
延
享
三
年

（
＾
七
四
六
）
正
月
ニ
ト
五

日
に
亡
く
な

っ
て
い
ま
す
．

同
じ
く
長
野
町
の
北
端
は
多
賀
谷
左
兵

衛

の
屋
敷
で
す
が
、
延
享
三
年

（
＾
七
四

六
）
二
月
初
め
に
、
多
賀
谷
左
兵
衛
は
実

子
が
無

い
た
め
養
子
を
迎
え
、
隠
サ
‐‐
―
の
う

え
、
名
を
ド
総
に
改
め
て
い
ま
す
．
さ
る

に
、
同
年
二
月
九
日
に
は
、
多
賀
谷
氏
の

養
子
が
出
仕
し
、
名
を
将
賄
に
改
め
て
い

ま
す

．

以
上

の
こ
と
か
ら
、
こ
の
絵
図
は
、
延

享
三
年
末
か
ら
延
亨
三
年
初
め
の
久
保
田

城
下
の
様
子
を
記
録
し
た
も

の
と
考
え
ら

れ
ま
す
．

こ
の
絵
図
の
作
成
年
代
は
、
人
書

に
記

載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
宝
肝
九
年

（
一
七

Ｉ
九
）
で
あ
り
、
こ
の
年
幕
府

の
国
Ｈ
付

（安
西
彦
五
郎

・
建
部
荒
次
郎

）
が
、
秋

田
に
ド
向
し
た
際
に
作
成
さ
れ
、
提
出
し

た
も

の
の
控
え

で
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま

す
．国

日
付
派
遣
の
目
的
は
、
宝
暦
八
年
に

秋
田
藩
■
佐
竹
義
明
が
死
去
し
、
そ
の
嫡

子
義
敦
が
わ
ず
か
十

一
歳
で
襲
封
し
た
た

め
、
そ
の
領
内
を
監
察
す
る
こ
と
に
あ

っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
〓

侍
躍
敷
は
緑
色

・
足
軽
中
間
厩
者
膵
敷

は
茶
色

・
町
百
姓
躍
敷
は
桃
色

・
寺
膵
敷

は
白
色

・
堀
川
は
灰
色

。
道
は
請
（色

・
■

塁
は
黒
色
と
色
分
け
さ
れ
て
い
ま
す
．
ま

た
、
寺
院

・
神
社
と
城
郭
施
設
等
は
立
体

的
に
描
か
れ
て
い
ま
す
〓

〓
．の
廓
内

の
内
町
に
は
、
東
か
ら
長
野

町

・
■
手
谷
地
町

・
中
谷
地
町

・
束
根
小

岸
町

。
西
根
小
屋
町

・
■
長
町

・
■
手
長

町
の
町
名
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
．

と
こ
ろ
で
、
外
町

（町
人
町
）
か
ら
三

丁
Ｈ
橋
を
渡

っ
て
廓
内
に
入

っ
た
突
き
当

た
り

の
土
手
長
町

に
は
、
町
奉
行
役
所

（
北

・
南

の
三
か
所

）
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
外
町
か
ら
廓

内
の
内
町

（侍
町
）

へ
は
直
通
で
は
あ
り

ま
せ
ん
．
仁
別
川

（旭
川
）
に
沿

っ
た
三

の
廓
内

の
■
手
長
町

に
は
■
畢
が
築

か

れ
、
外
町
か
ら
は
内
町
の
様
子
を
眺
め
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
〓
ま
た
、
各

廓
と
も
他
か
ら
の
道
路
に
は

「
互

い
土
手
」

を
設
け
、
枡
形
間
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
四

の
廓
ま
で
を
含
め
た
廓
全
体
が

．
つ
の
城

郭
を
形
成
し
て
い
る
点
も
久
保
田
城
ド
町

の
特
色
と

い
え
ま
す
．



こ
の
絵
図
は

「寛
政
御
改
正
御
城
下
絵

図
」

の
表
題
が
あ
り
、
あ
る
期
間
城
下
の

変
更
を
記
録
す
る
図
と
し
て
実
際
に
使
用

さ
れ
た
も

の
ら
し
く
、
随
所
に
貼
紙
で
補

筆
が
な
さ
れ
、
そ
の
た
め
か
、
折
れ
目
や

摩
耗

・
剥
落
な
ど
の
痛
み
が
あ
り
ま
す
．

文
政
六
年

（
一
人
三
三
）
に
長
野
町
南

端
東
側
に

「
寺
社
方
」
が
設
置
さ
れ
ま
す

が
、
こ
れ
も
図
上
に
貼
紙
が
あ
り
、
補
加

筆
さ
れ
て
い
ま
す
ｃ

さ
ら
に
、
寛
政
二
年

（
一
七
九
〇
）
三

月
十

二
日
に
完
成
す
る

「
御
学
館
」
が
、

根
小
屋
に
貼
紙
加
筆
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
寛
政
年
間
に
は
こ

の
絵
図
は
、
藩
政
記
録
用
絵
図
と
し
て
貼

紙

・
加
筆
さ
れ
な
が
ら
、
使
用
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
し
て
、
現
在

の
広
小
路
に
而
し
て
い

る
■
手
谷
地
町
北
端

の
佐
竹
西

（小
場
）

家

の
岸
敷
に
は
、
「佐
竹
石
見
」
と
あ
り
、

こ
れ
は
、
安
永

二
年

（
＾
七
七
〓
）́
に

「
石
見
」
と
改
め
た

「
佐
竹
義
種
」

で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
．）

と
こ
ろ
で
、
従
来
小
人
の
家
地
で
あ

っ

た
中
島

の
北
半
分
が
空
白
に
な

っ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
、
宝
暦
九
年

（
＾
七
五
九
）

七
月
の

「
中
島
流
れ
」
と

い
わ
れ
る
大
洪

水
で
、
下
中
島

の
家

＾
〇
五
軒
が
瞬
時
に

流
出
し
た
た
め
で
、
そ
の
後
は
畑
地
や
騎

射
馬
場
で
あ

っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
．

こ
の
こ
と
か
ら
、
原
図
の
作
成
年
代
は
、

宝
暦
九
年

（
＾
七
五
九
）
以
降
の
あ
た
り

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
と
推
測

で
き
ま
す
〓

さ
ら
に
、
長
野
町
に
あ
る

「
中
山
政
古
」

と
は
、
藩
校
明
徳
館

の
祭
酒
を
務
め
た
中

山
文
右
衛
門

（古
表
）
の
子
で
あ
り
、
文

右
衛
門
が
病
死
す
る
の
は
文
化
三
年

（
．

八
〇
五
）
五
月
ニ
ト
七
――
の
こ
と
で
す
〓

こ
の
絵
図
の
作
成
年
代
は
、
表
書
に
記

載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
文
政
四
年

（
一
八

三

一
）
で
あ
り
、
こ
の
年
五
月
に
、
幕
府

の
国
日
付

（丹
羽
長
堅

。
三
浦
正
通
）
の

二
人
が
、
秋
田
に
下
向
し
た
際
に
作
成
さ

れ
提
出
し
た
も

の
の
控
え
で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
．

国
日
付
派
遣

の
目
的
は
、
文
化
十
二
年

（
一
人

一
五
）
に
秋
田
藩
主
佐
竹
義
和
が

死
去
し
、
そ
の
嫡
子
義
厚
が
わ
ず
か
四
歳

で
襲
封
し
た
た
め
、
そ
の
領
内
を
監
察
す

る
こ
と
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
こ
そ
の

た
め
、
城
郭
規
模
、
堀

の
長
さ
と
幅
、
侍

屋
敷

の
数
、
足
軽
町

・
町
人
町
の
数
等
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

侍
屋
敷
は
緑
色

・
足
軽
中
間
厩
者
屋
敷

は
茶
色

・
町
百
姓
屋
敷
は
桃
色

・
寺
屋
敷

は
白
色

・
堀
川
は
灰
色

・
道
は
黄
色

・
ｔ

果
は
黒
色
と
色
分
け
さ
れ
て
い
ま
す
．
ま

た
、
城
ド
周
辺
の
主
要
高
地
や
寺
院

・
神

社
と
城
郭
施
設
等
は
立
体
的
に
描
か
れ
て

い
ま
す
こ

仁
別
川

（旭
川
）
に
か
か
る
橋
は

い
ず

れ
も
架
け
橋
で
あ
り
、
こ
の
絵
図
に
お

い

て
は
、
中
島
新
橋

・
通
町
橋

・
．
丁
目

橋

・
三
丁
日
橋

・
四
丁
目

・
五
丁
橋

・
四

拾
間
堀
町
橋

・
馬
Ｈ
労
町
橋
を
み
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ア

一丁
目
橋
」
が

貼
紙
を
し
て
加
筆
さ
れ
て
い
ま
す
（．
さ
ら

に
、
長
野
町

の
南
端

に
は
、
７
寸
社
方
」

（寺
社
奉
行
所
Ｈ
文
政
六
年

（
一
人
三
二
）

設
置
）
と
こ
れ
も
又
貼
紙
を
し
て
加
筆
さ

れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
宝
暦
九
年

の
絵
図
と
同
様
に
、

全
般
的
に
記
載
内
容
が
簡
略
化
さ
れ
、
侍

屋
敷
も
屋
敷
割
や
記
名
が
あ
る
の
は
、
上

級
武
十
に
限
ら
れ
て
お
り
、
外
町

（町
人

町
）
も
簡
略
に
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。

L
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全
体
的
に
み
る
と
、
城
下
町
周
辺
地
域

の
記
載
が
詳
細
で
か
つ
広
域
に
わ
た

っ
て

い
ま
す
。
町
名
に
つ
い
て
は
、
外
町
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
侍
町
の
ほ
と
ん
ど
に
も

記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
侍

町
の
町
名
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「御
兵
具
蔵
」
の
堀
を
隔
て
て
北
側
に

は
、
「御
用
御
薬
園
畑
」
が
あ
り
、
北
ノ

丸
の

「大
木
屋
」
の
東
側
は
、
「御
花
畑
」

に
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
鉄
砲
町
西
端

に
は
、
「
ロ
ウ
」
（牢
屋
）
や

「芝
居
小
屋
」

が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
秋
田
藩

の
重
臣
渋
江
堅
治

和
光
が
、
文
化
十

．
年

（
＾
人

＾
四
）
か

ら
天
保
十
年

（
一
人
三
九
）
ま
で
書

い
た

『
渋
江
和
光
Ｈ
記
』
を
当
館

に
お

い
て
所

蔵
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
文
化

。
文

政
期

の
記
事
に
登
場
す
る
町
名
や
家
臣
の

ほ
と
ん
ど
が
、
こ
の
絵
図
で
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

長
野
町
南
端

の

「
寺
社
方
役
処
」
は
、

文
政
六
年

（
一
人
三

二
）
八
月
二
日
、
元

伊
達
外
記
屋
敷
に
新
規
に
建

て
ら
れ
た
も

の
で
す
〓
ま
た
、
上
中
城
の

「
小
鷹
狩
右

近
」
に
つ
い
て
は
、
文
政
卜
年

（
一
人
三

七
）
八
月
、
復
氏
願
を
提
出
し
て
、
向
姓

か
ら
旧
姓
小
鷹
狩

に
改
姓
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
「
古
内
蔵
人
」
は
、
文
政
十

二

年

（
一
人
二
九
）
人
月
、
大
館
か
ら
久
保

田
城
下
に
移

っ
て
い
ま
す
。

手
形
堀
端
町
南
端

の

「
山
方
太
郎
左
衛

門
」
は
、
人
保
元
年

（
．
八
三
〇
）
隠
居

し
、
内
匠
が
家
督
を
相
続
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
絵
図
で
は
ま
だ

「
太
郎
左
衛
門
」
と

な

っ
て
い
ま
す
ｃ

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
絵
図
の
原
図

は
文
政
十
二
年

（
一
人
二
九
）
頃
に
作
成

さ
れ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

西
方
向

の
小
路
で
区
切
ら
れ
、
小
路
に
は

そ
れ
ぞ
れ
名
前
が

つ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
海
神
寺
小
路

。
加
藤
小
路

・
清
水
ド

小
路

・
古
尊
寺
小
路

・
杉
山
小
路

・
蒼
竜

寺
小
路

・
唐
津
小
路

・
満
船
寺
小
路

・
根

布
屋
小
路

・
興
安
寺
小
路

・
青
山
小
路

・

正
善
院
小
路

・
神
明
小
路

・
稲
荷
小
路

・

松
前
小
路
な
ど
を
確
認
で
き
ま
す
。

次

に
寺
社

や
役
所
等

の
諸
施
設

で
す

が
、
穀
保
町
北
部
の
街
道
西
側
に
、
佐
竹

分
家

の
壱
岐
守
家

（鳥
越
様
）
の
蔵
屋
敷

で
あ
る

「壱
岐
守
様
御
米
蔵
」
と
秋
田
藩

の
藩
営
蔵
屋
敷

で
あ
る

「
御
米
蔵
」
、
米

穀
等

の
流
通
の
賄
視
を
行

っ
た

「沖
口
御

番
処
」
が
並
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
湊
に

出
入
り
す
る
荷
物

へ
の
課
税
を
担
当
し
た

「
沖

口
出
入
役
所
」
を
、
絵
図
中
央
部

に

み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

満
船
寺
小
路
を
東

へ
進
む
と

「藩
主
御

体
処
」
が
り
、
寺
院
で
は
、
「虚
空
蔵
社
」

「善
導
寺
」
「
浄
円
寺
」
「
正
光
寺
」
「
蒼
竜

土庄

「
稲
荷
堂
」

「
満
船
寺
」

「
本
住
寺
」

「
西
船
寺
」
「
正
善
院
」
が
並
ん
で
い
ま
す
。

萱
村
町
が
肴
町
と
改
称
し
た
の
は
、
文

政
五
年

（
一
人
三
二
）
の
こ
と
と
さ
れ
て

お
り
、
作
成
年
代
は
文
化
年
間
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

√

｀́
・

｀`

こ
の
絵
図
に
は
、
穀
保
町
か
ら
相
染
新

田
村
ま
で
の
直
線
的
な
町
並
み
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
新
城
町
か
ら
北
に
連
な
る
羽

州
街
道
を
本
町
通
り
と

い
い
、
通
り
の
両

側
に
南
か
ら
順
に
穀
保
町

・
新
城
町

・
上

酒
田
町

・
下
酒
田
町

・
永
〕寛
町

・
加
賀

町

・
小
鴨
町

・
萱
付
町

・
林
町

・
新
町
と

あ
り
、
こ
の
十
か
町
で
湊
町
の
惣
町
を
形

成
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
町

々
で
は
、

南
を
上
、
北
を
下
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
各
町
は
街
道
に
直
交
す
る
東

|

:ヽ =
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正徳 6年 (1716)

慶長 9年

文政 4年

寛文 初年

寛文 3年

寛保 2年

延享 2ヽ 3年

宝暦 9年

寛政 年間

文政 4年

文政 12年

文化 年間

(1604)

(1821)

(1661～ )

(1663)

(1742)

(1745～ 46)

(1759)

(1789～ 1800)

(1821)

(1829)

(1804～ 18)

慶長 9年

慶長 8年

正保 4年

慶長 H年

元和 3年

元和 4年

元和 5年

元和 6年

寛永 8年

宝暦 9年

安永 7年

寛政 7年

寛政 3年

文政 3年

寛政 元年

寛政 2年

(1604)

(1603)

(1647)

(1606)

(1617)

(1618)

(1619)

(1620)

(1631)

(1759)

(1778)

(1795)

(1791)

(1820)

(1789)

(1790)
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